
参考資料 4  

基安発第0601001号  

平成17年6月1日   

都道府県労働局長 殿  

厚生労働省労働基準局安全衛生部長  

（公 印 省 略）  

「職場における喫煙対策のためのガイドライン」に基づく対策の推進について  

職場における喫煙対策については、平成8年に「職場における喫煙対策のためのガイ  

ドライン」を示し、その推進に努めてきたところであるが、平成15年5月1日から施  

行された健康増進法（平成14年法律第103号）において、事務所その他多数の者が  

利用する施設を管理する者に対し、受動喫煙防止対策を講ずることが努力義務化された  

こと等を受け、平成15年5月に新たに「職場における喫煙対策のためのガイドライン」  

（平成15年5月9日付け基発第0509001号）（以下「新ガイドライン」という。）を発出  

し、労働者の健康確保と快適な職場環境の形成を図る観点から一層の受動喫煙防止対策  

の充実を図っているところである。   

今般、職場における喫煙対策の一環として中央労働災害防止協会に委託して行った職  

場における喫煙対策の取組み状況についての調査結果が別添のとおりまとまり、喫煙対  

策を行う上での新たな課題が明らかになったところである。   

本年2月には、世界保健機関たばこ規制枠組条約が発効し、世界的規模で喫煙対策へ  

の取組みが行われ、我が国においても様々な取組みが行われていること、また、近年職  

場における脳・心臓疾患の問題が大きくクローズアップされてきており、喫煙が脳・心  

臓疾患発生のリスクを高めるという知見があることなどを踏まえ、下記の点に特に留意  

して、職場における喫煙対策の充実について一層の推進が図られるよう、関係事業場の  

指導に努められたい。  

記  

1 新ガイドラインでは、受動喫煙を確実に防止する観点からたばこの煙が漏れない   
喫煙室の設置を推奨し、やむを得ない場合に喫煙コーナーを設けることとしている   

ところであるが、現実には未だ十分な対策がとられていないとの調査結果が得られ   

たところである。   

特に、喫煙室の設置等喫煙場所の確保が困難な場合、喫煙室が設けられている場   

合であっても、喫煙室が屋外排気型になっていない等、十分な対応を行うことが困   

難な場合には、受動喫煙を確実に防止する観点から全面禁煙による対策を勧奨する   

こと。  
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2 関係団体との会合、集団指導等の機会をとらえて、上記1のことも含め、新ガイ   

ドラインの一層の周知を図ること。   

3 現在、都道府県快適職場推進センターにおいては、喫煙対策推進のための教育等  

の普及啓発事業、各種相談業務等を実施しているところであり、この事業の事業場   

への一層の普及に対し指導援助すること。   

また、中央労働災害防止協会地区サービスセンターにおいては、事業場のニーズ   

に対応して分煙対策に係る技術的指導等を実施しているので、このような機関の活   

用を図ること。  
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（別添）  

職場における喫煙対策の取組み状況についての調査  

＜調査概要＞   

調査目的  

新たな「職場における喫煙対策のためのガイドライン」が公表されて1年が経過し   

た段階において、各事業場における喫煙対策推進上の問題点、タバコ問題・喫煙対策   

等の動向等に関し実態を把握することにより、今後の新ガイドラインによる喫煙対策   

のさらなる普及啓発に資する。  

調査方法   

規模別・業種別の条件のもと5000事業場を無作為に抽出して調査票を送付する通信  

調査によって実施。なお、事業場の抽出については、以下の条件で行った。   

①事業場の規模の割合は「10～49人」、「50～299人」、「300人以上」を4：4：2の割  

合で送付数を案分した。   

②業種ごとの送付数については、労働基準法の適用事業場数についての統計調査を  

もとに各業種の事業場数の割合を考慮して送付数を割り当てた。  

送付事業場   

一般事業場 5，000事業場  

調査項目  

1事業場における喫煙対策の実情に関する事項  

①喫煙対策と喫煙ガイドラインについて  

②喫煙対策の推進計画等について  

（∋具体的な喫煙対策について  

④空気清浄装置の使用について  

（9空気環境測定について  

⑥喫煙対策の評価について   

2 事業場に関する事項  

（∋業種  

（∋労働者数  

③労働者の男女比  

④労働者の平均年齢  

⑤職場での喫煙者率  

調査期間  

平成16年10月1日～平成16年11月5日  

回収結果   

有効回答数1，805事業場（36．1％）  
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＜結果概要＞  

1．喫煙対策に取り組んでいる事業場は82．8％（1，495事業場）。  

上記の事業場では、  

（1）喫煙場所等について  

i）喫煙場所を設けそれ以外での場所での喫煙を禁止しているが92．2％。  
また、喫煙場所のうち換気扇のある喫煙室等で喫煙することとしてい  

るのが62．6％。  

註）事業場全体を禁煙としているのが10．2％  

揖）食堂や休憩室を禁煙としているのはそれぞれ39．6％、34．8％。  

（2）喫煙のためのルールの設定等について  

喫煙のためのルールを設けているのが80．5％。  

このうち、管理者が喫煙のためのルールに従っていない者に対して適   

切な指導を行っているとしているのが85．6％。  

（3）空気清浄装置＊）の使用方法について  

屋外に排気する方式とせず、空気清浄装置を使用している事業場は40．9％。  

＊）空気清浄装置はガス状成分を除去できないため、新ガイドラインでは  

喫煙室等に設置する「有効な喫煙対策機器」として推奨されておらず、  

やむを得ない措置として設置する場合には、換気に特段の配慮をする  

ことが必要とされている。  

（4）職場の空気環境の測定の実施について  

浮遊粉じん濃度、一酸化炭素濃度、非喫煙場所から喫煙場所に向かう   

風速について測定を行っていないのは71．4％、72．2％、87．0％。  

2．喫煙対策に取り組んでいない事業場は17．2％（310事業場）。   

取り組んでいない理由として、  

i）喫煙場所を設けるスペースがない（38．7％）  

追）社内の合意が得られない（27．7％）  

揖）喫煙者への配慮（20．6％）  

k）取り組む必要を感じない（19．7％）   

等が上位を占めた。  
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（参考1）  

健康増進法［平成14年8月2日法律第103号］（抜粋）  

第5章 特定給食施設等   

第2節 受動喫煙の防止  

第25条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、  

官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、こ  

れらを利用する者について、受動喫煙（室内又はこれに準ずる環境におい  

て、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。）を防止するた捌こ必要な  

措置を講ずるように努めなければならない。  

（参考2）  

新ガイドライン（平成15年5月9日基発0509001号）の概要  

1．設備対策について   

受動喫煙を確実に防止する観点から、非喫煙場所にたばこの煙が漏れない喫煙室の  

設置を推奨することとし、やむを得ない場合には開口面を可能な限り小さくした喫煙   
コーナーを設置することとしたこと。  

2．喫煙対策機器について   

喫煙室等に設置する「有効な喫煙対策機器」としては、たばこの煙が拡散する前に   

吸引して屋外に排出する方式の喫煙対策を推奨することとしたこと。   

やむを得ない措置として、空気清浄装置を設置する場合には、空気清浄装置はガス   

状成分を除去できないという問題点があることから、換気に特段の配慮をすることが   

必要である旨を明記したこと。  

3．職場の空気環境の基準について   

職場の空気環境の測定を行い  

①浮遊粉じんの濃度を0．15mg／m3以下及び一酸化炭素の濃度を10ppm  

以下とするよう必要な措置を講じること  

②喫煙室等から非喫煙場所へのたばこの煙やにおいの流入を防止するため、  

喫煙室等と非喫煙場所との境界において、喫煙室等に向かう気流の風速を0．2mノs  

以上とするよう必要な措置を講ずること   

としたこと。  
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（参考3）  

世界保健機関たばこ規制枠組条約の概要  

1．職場等の公共の場所におけるたばこの煙にさらされることからの保護を定める効果   

的な措置をとる。  

2．たばこの包装及びラベルについて、消費者に誤解を与えるおそれのある形容的表示   

等を用いることによってたばこ製品の販売を促進しないことを確保し、主要な表示面   

の30％以上を健康警告表示に充てる。  

3．たばこの広告、販売促進及び後援（スポンサーシップ）を禁止しまたは制限する。  

4．たばこ製品の不法な取引をなくするため、包装に最終仕向地を示す効果的な表示を   

行うことを要求する。   

5．未成年者に対するたばこの販売を禁止するための効果的な措置をとる。   

6．条約の実施状況の検討及び条約の効果的な実施の促進に必要な決定等を行う締約国   

会議を設置する。締約国は、条約の実施について定期的な報告を締約国会議に提出す   

る。  
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参考資料5  

受動喫煙防止対策のあり方に関する検討会 報告書  

Ⅰはじめに   

我が国の受動喫煙防止対策は、平成12年に策定された「21世紀における国民健康づく  

り運動（健康日本21）」において「たばこ」に関する目標の一つとして「公共の場及び職場にお  

ける分煙の徹底及び効果の高い分煙に関する知識の普及」を掲げ取り組んでいるほか、平  

成15年から施行されている健康増進法第25条に基づき、取組を推進してきたところであ  

る。   

平成17年2月には、「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」（以下「条約」とい  

う。）が発効し、平成19年6月から7月にかけて開催された第2回締約国会議において、「た  

ばこの煙にさらされることからの保護に関するガイドライン」がコンセンサスをもって採択された。  

我が国も条約の締約国として、たばこ対策の一層の推進が求められている。   

また、これらを受けて、公共の場や職場においても禁煙区域を設ける動きがみられてきた。   

こうした背景のもと、我が国の受動喫煙防止対策について、改めて現状を把握し、基本的  

考え方を整理するとともに、今後の対策の方向性を示すため、受動喫煙防止対策のあり方  

に関する検討会を開催し、平成20年3月26日より6回にわたり議論し、意見聴取を踏まえ  

た検討を経て、報告書をまとめるに至った。  

Ⅱ 現況認識と基本的考え方  

1．現況認識  

（1）受動喫煙が死亡、疾病及び障害を引き起こすことは科学的に明らかであり、国際機  

関や米英をはじめとする諸外国における公的な総括報告において、以下が報告されて  

いる。  

① 受動喫煙は、ヒトに対して発がん性がある化学物質や有害大気汚染物質へ  

の曝露である。1）  

（∋ 受動喫煙の煙中には、ニコチンや一酸化炭素など様々な有害化学物質が含  

まれており、特にとトヘの発がん性がある化学物質であるベンゾピレン、ニトロソアミ  

ン等も含まれている。1）  

③ 受動喫煙は、乳幼児突然死症候群、子どもの呼吸器感染症や喘息発作の  

誘発など呼吸器疾患の原因となる。特に親の喫煙によって、子どもの咳－たんなど  

の呼吸器症状や呼吸機能の発達に悪影響が及ぶ。1）  

④ 受動喫煙によって、血管内皮細胞の障害や血栓形成促進の作用が認められ、  
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冠状動脈疾患の原因となる。1）   

⑤ 受動喫煙によって、急性の循環器への悪影響がある。1）   

また、受動喫煙を防止するため公共的な空間での喫煙を規制した国や地域から、規  

制後、急性心筋梗塞等の重篤な心疾患の発生が減少したとの報告が相次いでなされ  

ている。2）3）  

（2）我が国の現在の成人喫煙率は男女合わせて24．1％4）であり、非喫煙者は未成年   

者を含む全人口の4分の3を超えているが、受動喫煙の被害は喫煙者が少なくなれば   

軽減されるというものではない。たとえ喫煙者が一人であっても、その一人のたばこの煙に   

多くの非喫煙者が曝露されることがある。  

また、家庭に子ビもや妊産婦のいる割合が高い20代t30代の喫煙率は、その他の   

年代と比べて高く、20代では男性47．5％、女性16．7％、30代では男性55．6％、   

女性17．2％となっている4）。少量のたばこの煙への曝露であっても影響が大きい子ども   

や妊婦などが、たばこの煙に曝露されることを防止することが重要で喫緊の課題となって   

いる。  

（3）こうした中、我が国では、日本学術会議からの脱たばこ社会の実現に向けた提言5）、   

神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例の制定に向けた取組、成人識別機   

能付自動販売機の導入（平成20年7月より全国稼働）、JRやタウシーなど公共交通   

機関における受動喫煙防止対策の取組の前進など、たばこをめぐる環境が変化しつつ   

あり、たばこ対策について国民の関心も高まってきている。  

（4）国際的には、平成17年2月に、たばこの消費及び受動喫煙が健康、社会、環境及   

び経済に及ぼす破壊的な影響から現在及び将来の世代を保護することを目的として、   

条約が発効され、第8条において、「たばこの煙にさらされることからの保護」として、受動   

喫煙防止に関する下記条項が明記されている。   

・1締約国は、たばこの煙にさらされることが死亡、疾病及び障害を引き起こすこと  

が科学的証拠により明白に証明されていることを認識する。   

・2 締約国は、屋内の職場、公共の輸送機関、屋内の公共の場所及び適当な場  

合には他の公共の場所におけるたばこの煙にさらされることからの保護を定める効  

果的な立法上、執行上、行政上又は他の措置を国内法によって決定された既  

存の国の権限の範囲内で採択し及び実施し、並びに権限のある他の当局による  

P26   



当該措置の採択及び実施を積極的に促進する。   

また、平成19年6月から7月にかけて開催された第2回締約国会議において「たばこ  

の煙にさらされることからの保護に関するガイドライン」が策定されたことや各国の状況等  

の国際的な潮流も踏まえ、条約締約国である我が国においても受動喫煙防止対策を  

一層推進し、実効性の向上を図る必要がある。  

2．基本的考え方  

（1）受動喫煙防止対策の推進に当たって、受動喫煙を含むたばこの健康への悪影響に  

ついてエビデンスに基づく正しい情報を発信し、一人ひとりがたばこの健康への悪影響に  

ついて理解を深めるとともに、ニーズに合わせた効果的な普及啓発を一層推進すること   

により、受動喫煙防止対策があまねく国民から求められる気運を高めていくことが重要で  

ある。  

また、喫煙者の喫煙の自由や権利が主弓長されることがあるが、喫煙者は自分の呼出   

煙、副流煙が周囲の者を曝露していることを認識する必要があるとともに、喫煙者の周  

囲の者が意図せずしてたばこの煙に曝露されることから保護されるべきであること、受動  

喫煙というたばこの害やリスウ（他者危害）から守られるペきであることを認識する必要が  

ある。  

（2）今後の受動喫煙防止対策は、基本的な方向性として、多数の者が利用する公共的   

な空間については、原則として全面禁煙であるぺきである。特に、子どもが利用する学校   

や医療機関などの施設をはじめ、屋外であっても、公園、遊園地や通学路などの空間   

においては、子どもたちへの受動喫煙の被害を防止する措置を講ずることが求められる。   

そのためには、国や地方公共団体はもちろんのこと、様々な分野の者や団体が取組に   

参画し、努力する必要がある。  

（3）一方で、我が国の飲食店や旅館等は、中小規模の事業所が多数を占めている中で、   

昨今の世界的な社会経済状態の影響等も相まって、飲食店経営者や事業者等にとっ   

て、自発的な受動喫煙防止措置と営業とを両立させることが困難な場合があるとの意   

見がある。このような意見も考慮した上で、受動喫煙防止対策の基本的な方向性を踏   

まえつつ、対策を推進するためには、社会情勢の変化に応じて暫定的に喫煙可能区域   

を確保することもとり得る方策の一つである。  
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Ⅲ 今後推進すべき受動喫煙防止対策について  

（施設・区域において推進すべき受動喫煙防止対策）   

（1）国及び地方公共団体は、多数の者が利用する施設■区域のうち、全面禁煙とするべ  

き施設・区域を示すことが必要である。例えば、その施設を利用することが不可避である、  

医療機関、保健センター等の住民の健康維持・増進を目的に利用される施設、官公  

庁、公共交通機関等が考えられる。  

（2）国は、多数の者が利用する施設における受動喫煙防止対策の取組について、進捗   

状況や実態を把握する必要がある。  

（3）施設管理者及び事業者は、多数の者が利用する施設の規模・構造、利用状況等   

により、全面禁煙が困難である場合においても、「分煙効果判定基準策定検討会報   

告書」6）等を参考に、適切な受動喫煙防止措置を講ずるよう努める必要がある。また、   

将来的には全面禁煙を目指すよう努める必要がある。  

（4）中小規模の事業所が多数を占める飲食店や旅館等では、自発的な受動喫煙防止   

措置と営業を両立させることが困難な場合があることに加え、利用者に公共的な空間と   

いう意識が薄いため、受動喫煙防止対策の実効性が確保し難い状況にある。しかしな   

がら、このような状況にあっても、受動喫煙をできる限り避けたいという利用者が増え   

てきていることを十分考慮し、喫煙席と禁煙席の割合の表示や、喫煙場所をわかりや   

すく表示する等の適切な受動喫煙防止措置を講ずることにより、意図せずしてたばこの   

煙に曝露されることから人々を保護する必要がある。  

また、国民は、受動喫煙の健康への悪影響等について十分理解し、施設内での受動   

喫煙防止対策や表示等を十分意識する必要がある。国及び地方公共団体等は、わ   

かりやすい情報提供がなされるよう環境整備に努める必要がある。  

（5）喫煙可能区域を確保した場合においては、喫煙可能区域に未成年者や妊婦が立ち   

入ることがないようにする措置を講ずる必要がある。例えば、その場が喫煙可能区域であ   

り、たばこの煙への曝露があり得ることを注意喚起するポスター等を掲示する等の措置が   

考えられる。  

また、このような場合においては、従業員についてみれば、長時間かつ長期間にわたり   

たばこの煙に曝露されることもあるため、従業員を健康被害から守るための対応について  
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検討を深める必要がある。  

（エビデンスに基づ〈正しい情報の発信）  

（6）国内での受動喫煙防止対策に有用な、下記のような調査■研究を進める必要があ  

る。  

① 我が国の特殊性を考慮しながら、室内空間の変化に対応した受動喫煙による  

曝露状況の調査やバイオマーカー（注1）を用いた受動喫煙によるたばこの煙への  

曝露を評価■把握するための研究  

② 受動喫煙曝露による生体への影響の詳細について諸外国との比較研究調査  

や規制によるサービス産業への経済影響に関する調査研究、これまでの研究結  

果を利用したメタアナリシス（注2）等  

③ 調査・研究によって得られたエビデンスや結果を有効に発信するための仕組みに  

関する研究  

（注1）バイオマーカー：血液や尿に含まれる生体由来の物質で、体内の生物学的変化をとらえるた  

めの指標となるもの  

（注2）メタアナリシス：過去に行われた複数の研究成果を集積・統合し解析する研究手法。これに  

より、研究成果の信頼性の向上を図ることができる  

（7）国・地方公共団体は、これらの研究成果を活用し、受動喫煙の実態や健康への悪   

影響、諸外国の取組状況等についで情報提供を進めることが必要である。  

（8）このほか、受動喫煙防止対策の推進に当たり、ニコチン代替製剤や内服薬等の禁煙   

補助薬等、禁煙希望者が安くかつ楽に禁煙する方法等の禁煙を促す情報等について   

も発信する必要がある。特に薬局にて禁煙補助薬が入手可能になったことを広く周知   

する必要がある。また、「残留たばこ成分」等の新しい概念や煙の出ないいわゆる「無煙   

たばこ」等の新しいたばこ関連製品に関する健康影響についての情報提供も重要であ   

る。  

（普及啓発の促進）  

（9）たばこの健康への悪影響について普及啓発し、禁煙を促す方法等について、健康教  

育の一環として、地域、職域、学校、家庭等において、関係者の対話と連携のもとで一  

層推進する必要がある。特に健康被害を受けやすい乳幼児の家庭内受動喫煙防止  
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のために、妊婦健診や両親教室など様々な機会を捉えて、禁煙とその継続を図るよう  

啓発することが重要である。  

（10）また、保健医療従事者は、専門領域や本人の喫煙状況等にかかわらず、たばこの健  

康への悪影響について正確な知識を得て、健康教育、特に禁煙教育や喫煙防止教  

育にこれまで以上に積極的に携わってい〈責務があることを自覚する必要がある。  

Ⅳ 今後の課題  

今後検討を行っていく必要のある課題として、以下の事項が考えられる。   

（1）受動喫煙については、子どもや妊産婦など特に保護されるべき立場の者への悪影響  

が問題となっている。屋外であっても、子どもや多数の者の利用が想定される公共的な  

空間（例えば、公園、通学路等）での受動喫煙防止対策は重要である。しかしながら、  

路上喫煙禁止等の措置によって喫煙者が公園において喫煙するという状況がみられる。  

受動喫煙防止対策の基本的な方向性を踏まえつつ、対策を推進するために、暫定的  

に喫煙可能区域を確保する場合には、子どもに被害が及ばないところとする等の措置も  

検討する必要がある。  

（2）職場によっては従業員本人の自由意思が表明しにくい可能性もあることも踏まえ、職   

場において可能な受動喫煙防止対策について検討していく必要がある。  

（3）たばこ価格・たばこ税の引上げによって喫煙率の低下を図ることは重要であり、その実   

現に向けて引き続き努力する必要がある。  

（4）国、地方公共団体等の行政機関の協働・連携を図るなど、受動喫煙防止対策を実   

効性を持って持続的に推進するための努力を更に継続していく必要がある。  

また、諸外国におけるウィットライン（電話による禁煙相談）のように手軽に活用できる   

禁煙支援のための方策・連携休制の構築等について検討する必要がある。  

（5）受動喫煙の健康への悪影響について、国民や関係者が十分理解し、自ら問題意識   

をもって、共同休の一員として問題解決に臨む必要がある。受動喫煙防止対策を実効   

性をもって持続的に推進するためには、社会全体として受動喫煙防止対策に取り組むと   

いう気運を従来にも増して醸成することが重要であり、そのための効果的な方策を探ると  
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ともに速やかに行動に移す必要がある。  

Ⅴ おわりに  

健康日本21や健康増進法、条約に基づき、今後とも受動喫煙防止対策を含めたたばこ  

対策を推進し、国民の健康増進を図る必要がある。受動喫煙防止対策は、その進捗状況  

及び実態を踏まえるとともに、諸外国の状況や経験を参考にしながら、更なる対策の進展に  

向け、関係者の参画のもとで系統的な取組を行い、評価する必要がある。  

1）TheHeaIthConsequencesofInvo］untaryExposuretoTobaccoSmoke“AReportof   

Surgeon General 2006 

2）Glantz SA．Meta－anaJysis of the effects of smokefreelaws on acute myocardiaI   

infarction：Anupdate．Preventive Medicine．2008；47；452－53  

3）Pe‖JPetal．Smoke－freelegislationandhospitarizationsforacutecoronarysyndrome．   

N EnglJMed2008；359：482－91  

4）平成20年12月25日「平成19年国民健康・栄養調査概要」：厚生労働省  

5）平成20年3月4日「脱タバコ社会の実現に向けて」：日本学術会議  

6）平成14年6月分煙効果判定基準策定検討会報告書：厚生労働省  
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